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港湾行政マネジメントの確立に向けた課題及び対応案の検討

1）試行事務所の推進体制と意識改革について
2）国による港湾行政マネジメントの確立に向けた課題及び対応案の検討
3）段階的なマネジメントへの発展に向けた課題
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1-1）試行事務所の推進体制について

・試行期間（約3ヶ月）における所内での打合せ回数は、平均「4.6」回（1.5回程度／月）。
・所長の出席率は「70％」と比較的高く、トップも含めて積極的に取り組んだことがわかる。
・3事務所が職員全員で打合せを実施。
・2事務所では、すでに第二段階を見据え港湾管理者との打合せを実施。

第二段階を見据え、第二段階を見据え、

港湾管理者も打合港湾管理者も打合

せに参加。せに参加。

３事務所では、職員３事務所では、職員

全員で打合せを実施。全員で打合せを実施。

２事務所が、３ヶ月の２事務所が、３ヶ月の

試行期間で「７回」。試行期間で「７回」。
所長の出席率は所長の出席率は

「７０％」と比較的高い。「７０％」と比較的高い。

Q．今までのどのような体制で検討を行いましたか。

※アンケートは、11の試行事務所を
対象に、11月に実施。

（注）塩釜は多数で実数不明のため計算から除外。
鹿島は「3+α」のため「3」でカウント。

（単位：回）

No 事務所名 回数 
所長 

出席 

副所長 

出席 

課長・先

任 建 設

管理官 

出席 

係長 

出席 

係員 

出席 
備考 

1 苫小牧港湾事務所 4 3 2 4 3 －  

2 塩釜港湾・空港整備事務所 多数 多数 多数 多数 － －  

3 鹿島港湾・空港整備事務所 3+α 3+α 3 3+α 3 － α:微細打合せ 

4 金沢港湾・空港整備事務所 5 3 5 5 2 1 全員 1回 

5 清水港湾事務所 3 1 2 3 3 －  

6 神戸港湾事務所 3 1 3 3 2 －  

7 宇部港湾事務所 3 2 1 3 － － 管理者 1回 

8 高松港湾・空港整備事務所 5 2 3 4 1 －  

9 下関港湾事務所 7 5 3 7 4 3 
全員 3回 

下関市 1回 

10 関門航路事務所 6 5 1 6 6 1 全員 1回 

11 那覇港湾・空港整備事務所 7 7 7 7 7 －  

 平 均 4.6 3.2 3.0 4.5 2.8 0.5  

 出席率  70% 65% 98% 67% 11%  
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1-2）試行事務所の意識改革について

・港湾行政マネジメントの必要性は大半の職員に認識されている模様。
・期待する効果として、アカウンタビリティの向上や職員の意識の向上が特に高い割合。
・効率的な行政の実現よりも、マネジメントによる業務増加を懸念する意見が特に非管理職
に多い。

ⅠⅠ．港湾行政マネジメントの必要性についてどう思いますか？．港湾行政マネジメントの必要性についてどう思いますか？

1、行政全般に行政マネジメントの
ような取組が必要だと思う

2、本省等（企画立案部門）だけで
なく、事務所（事業実施部門）にお
けるマネジメントも必要だと思う

ⅡⅡ．港湾行政マネジメントを実施することによりどのような効果があると思いますか？．港湾行政マネジメントを実施することによりどのような効果があると思いますか？

1、港湾管理者、港湾ユーザー、地域住民
等との連携を強化しうる

2、職員の意識の向上につながる

3、アカウンタビリティの向上につながる

4、効率的・効果的な行政運営につながる

5、効率的な事務所運営につながる

6、日常業務の効率化につながる

非管理職には、業務増加への懸念が強い非管理職には、業務増加への懸念が強い

マネジメントの必要性は認識マネジメントの必要性は認識

アカウンタビリティや職員アカウンタビリティや職員

の意識向上を期待の意識向上を期待

※アンケートは、試行事務所に携った
個人を対象に、11月に実施。
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◆指標のデータ収集について◆指標のデータ収集について
・管理者と日常的に連携することが必須。
・人員の確保が必要。多くの業務を各人
が抱えており、自動的にデータ収集でき
る仕組みがほしい。データ提供者の負担
増への対応についても検討が必要。

参考）試行事務所における主な意見等

◆指標のフォローアップについて◆指標のフォローアップについて
・先進事例の共有が必要。
・本省や地方整備局等による指導を希望。

【【第三段階第三段階】】ポートコミュニティで取組むマネジメントに向けた課題についてポートコミュニティで取組むマネジメントに向けた課題について
・視点や利害の異なる主体が入り交じると、現実的には相当困難が予想される。
・関係者が多様化され調整等が煩雑になり、ポイントが出しにくい可能性がある。
・企業の都合は公共性と相容れない場合がある。
・様々な要望等が出されることが予想されマネジメントではなく、陳情の場になる
恐れがある。
・港湾の場合はポートコミュニティ等他の関係機関の協力がなければ成り立たな
い部分が多々あるため、いかにうまく巻き込むかが重要である。
・あまり裾野を広げすぎると、国の事務所で取りまとめる作業量が多くなり、本来
業務がないがしろになる恐れあり。

【【第二段階第二段階】】港湾管理者と連携したマネジメントに向けた課題について港湾管理者と連携したマネジメントに向けた課題について
・管理者と目的は同じでも思い入れの違いをどう調整するか、また国の事務所か
ら見た場合、調整先が管理者の本庁と出先の２通りになり、その調整等にも相当
の労力が必要になると懸念される。
・港湾管理者と国の目指す方向性に差が出た場合の調整が困難。

【【第一段階第一段階】】国による港湾行政マネジメントに向けた課題について国による港湾行政マネジメントに向けた課題について
・次年度からの導入にあたっては、まず、港湾行政マネジメントの意義を十分に
浸透させることが重要と考えられる。
・設定する指標数や対象とする港湾数などの絞込み、全体スケジュールの調整
など柔軟な対応をお願いしたい。
・マネジメントを実施するにあたり、マニュアル的なものが必要。
・国だけでは限界があるので、第一段階から管理者と共に行うのが理想。

◎港湾行政マネジメントの段階的な導入に関する主な意見 ◎ その他の意見

◆その他◆その他
・事務所のみでは課題の解決はできない
ので、事務所の課題に対応して関係者を
記入できる欄を様式に追加すべき。
・わからないことが生じた場合、「駆け込
み寺」のようなサポート体制が必要。
・作業量だけが増え、マネジメントのため
のマネジメントにならないようにしてほし
い。
・導入に当たっては、事務所の自主性を
尊重してほしい。
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2）国による港湾行政マネジメントの確立に向けた課題及び対応案の検討

<<課題①課題①>>港湾行政マネジメントの必要性及び意義の浸透港湾行政マネジメントの必要性及び意義の浸透
<<課題②課題②>>港湾行政マネジメントに関わる関係主体の連携港湾行政マネジメントに関わる関係主体の連携

<<課題③課題③>>事務所のミッションと港のビジョンの設定事務所のミッションと港のビジョンの設定
<<課題④課題④>>本省、地方整備局、事務所等の役割の明確化本省、地方整備局、事務所等の役割の明確化
<<課題⑤課題⑤>>次年度のマネジメントへのフィードバック方法の確立次年度のマネジメントへのフィードバック方法の確立
<<課題⑥課題⑥>>効率的なマネジメントの実施に向けた取組効率的なマネジメントの実施に向けた取組

<<課題⑦課題⑦>>情報の共有化による「学習する組織」の構築情報の共有化による「学習する組織」の構築
<<課題⑧課題⑧>>国民に分かりやすい説明の徹底国民に分かりやすい説明の徹底

第二段階の港湾管理者と連携したマネジメントや、第三段階のポートコミュニティで取り組
むマネジメントを確立することが望ましいが、まずは第一段階の国によるマネジメントの早期
確立に向けた取り組みが重要。

◆◆国による港湾行政マネジメントの確立に向けた課題国による港湾行政マネジメントの確立に向けた課題

港湾管理者港湾管理者

港湾の利用者港湾の利用者
（（物流事業者物流事業者、、
荷主荷主等）等）

関係行政機関関係行政機関
（（通関通関、、検疫、検疫、

入管、海保等入管、海保等））

国国
（（国土交通省国土交通省港湾局、港湾局、

地方整備局等）地方整備局等）

国国 民民
（エンドユーザー、（エンドユーザー、
納税者納税者等等））

地域住民地域住民
（居住者、（居住者、

漁業者漁業者等等））

マネジメントマネジメント
主体主体

第１段階
■国の港湾行政マネジメント

港湾の利用者港湾の利用者
（（物流事業者物流事業者、、

荷主荷主等）等）

関係行政機関関係行政機関
（（通関通関、、検疫、検疫、

入管、海保等入管、海保等））

国国 民民
（エンドユーザー、（エンドユーザー、

納税者納税者等等））

地域住民地域住民
（居住者、（居住者、

漁業者漁業者等等））

連連 携携

マネジメント主体マネジメント主体

港湾管理者港湾管理者
国国

（（国土交通省国土交通省港湾局、港湾局、

地方整備局等）地方整備局等）

第２段階

■国と港湾管理者が連携した
港湾行政マネジメントのイメージ

港湾管理者港湾管理者

港湾の利用者港湾の利用者
（（物流事業者物流事業者、、
荷主荷主等）等）

関係行政機関関係行政機関
（（通関通関、、検疫、検疫、

入管、海保等入管、海保等））

国国
（（国土交通省国土交通省港湾局、港湾局、

地方整備局等）地方整備局等）

地域住民地域住民
（居住者、（居住者、

漁業者漁業者等等））

第３段階
■ポートコミュニティ（港湾・地域共同体）
で取り組む港湾行政マネジメントの
イメージ

ポートコミュニティポートコミュニティ
（港湾・地域共同体）（港湾・地域共同体）

国国 民民
（エンドユーザー、納税者（エンドユーザー、納税者等等））
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<課題①>港湾行政マネジメントの必要性及び意義の浸透

【【対応案①対応案①】】所長等を含めた港湾行政マネジメントについての会議の場を設け、ブレーンストーミングな所長等を含めた港湾行政マネジメントについての会議の場を設け、ブレーンストーミングな

どを用いて定期的に議論を行う。どを用いて定期的に議論を行う。⇒指針；⇒指針；3.3.（（22）⑥）⑥

【【対応案②対応案②】】セクションごとの目標や責任分担を明確にする。セクションごとの目標や責任分担を明確にする。⇒指針；⇒指針；3.3.（（22）⑥）⑥

【【対応案③対応案③】】特に管理職は、マネジメントの意義や効果を理解した上で、部下など他の職員への啓発に特に管理職は、マネジメントの意義や効果を理解した上で、部下など他の職員への啓発に
努める。努める。⇒指針；⇒指針；3.3.（（22）⑥）⑥

【【対応案④対応案④】】事務所のミッションや港湾のビジョンを踏まえ、おかれている状況や課題を認識し、方策を事務所のミッションや港湾のビジョンを踏まえ、おかれている状況や課題を認識し、方策を
検討し、その成果を評価する一連のプロセスを踏み、現場における問題意識、共通認識などを高めるこ検討し、その成果を評価する一連のプロセスを踏み、現場における問題意識、共通認識などを高めるこ

とが必要。とが必要。 ⇒指針；⇒指針；3.3.（（22）②）②

港湾行政マネジメントを実施するにあたり、その必要性や意義を全職員へ周知し浸透させ
ることが重要である。また、現場の事務所において港湾行政マネジメントを推進するにあたり、
一部の職員のみで検討し実施することがないよう、全員参加で港湾行政マネジメントを推進
することが必要。
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<課題②>港湾行政マネジメントに関わる関係主体の連携

港湾に関わる関係主体は多岐にわたっており、国だけでコントロールできることは限られて
いる。そのため、第一段階の国によるマネジメントにおいても関係者の協力を得て、第二段
階や第三段階における関係者との連携を見据えてマネジメントを進めていくことが必要。

港湾の利用者港湾の利用者
（（物流事業者物流事業者、、
荷主荷主等）等）

国国 民民
（エンドユーザー、（エンドユーザー、
納税者納税者等等））

地域住民地域住民
（居住者、（居住者、
漁業者漁業者等等））

国国 民民
（エンドユーザー、（エンドユーザー、
納税者納税者等等））

地域住民地域住民
（居住者、（居住者、
漁業者漁業者等等））

マネジメント主体マネジメント主体

港湾管理者港湾管理者
事務所事務所

（（国土交通省国土交通省港湾局、港湾局、
地方整備局等）地方整備局等）

港湾の利用者港湾の利用者
（（物流事業者物流事業者、、
荷主荷主等）等）

関係行政機関関係行政機関
（（通関通関、、検疫、検疫、
入管、海保等入管、海保等））

地域住民地域住民
（居住者、（居住者、
漁業者漁業者等等））

港湾管理者港湾管理者

ポートコミュニティポートコミュニティ
（港湾・地域共同体）（港湾・地域共同体）連連 携携

国国 民民
（エンドユーザー、納税者（エンドユーザー、納税者等等））

第１段階の国（事務所等）第１段階の国（事務所等）

によるマネジメントを実施によるマネジメントを実施

している「Ａ港」のイメージしている「Ａ港」のイメージ

港湾管理者港湾管理者

港湾の利用者港湾の利用者
（（物流事業者物流事業者、、
荷主荷主等）等）

関係行政機関関係行政機関
（（通関通関、、検疫、検疫、
入管、海保等入管、海保等））

第２段階の港湾管理者と連第２段階の港湾管理者と連
携したマネジメントを実施し携したマネジメントを実施し

ている「Ｂ港」のイメージている「Ｂ港」のイメージ

第３段階のポートコミュニティで取第３段階のポートコミュニティで取
り組むマネジメントを実施しているり組むマネジメントを実施している

「Ｃ港」のイメージ「Ｃ港」のイメージ

関係行政機関関係行政機関
（（通関通関、、検疫、検疫、
入管、海保等入管、海保等））

【【対応案①対応案①】】事務所、地方整備局等は、データ取得等を通じ、港湾管理者やその他の関係主体と従来以事務所、地方整備局等は、データ取得等を通じ、港湾管理者やその他の関係主体と従来以
上の連携に努める。上の連携に努める。⇒指針；⇒指針；3.3.（（33）①）①

【【対応案②対応案②】】事務所は、自らの役割のみに留まらず広い視野から関係者の関り合い等について整理し、事務所は、自らの役割のみに留まらず広い視野から関係者の関り合い等について整理し、
現状の課題に対して「誰が、何をやるのか」を検討・整理する。現状の課題に対して「誰が、何をやるのか」を検討・整理する。⇒指針；⇒指針；3.3.（（33）①）①
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<課題③>事務所のミッションと港のビジョンの設定

一つの事務所で複数の港を所管している場合は、個々の港のビジョンを勘案しつつ（第一
段階では港湾計画等を参考としつつ）、事務所のミッションを設定することが必要。

【【対応案①対応案①】】第一段階では、港のビジョンを考慮しながら事務所のミッションを設定する。第一段階では、港のビジョンを考慮しながら事務所のミッションを設定する。 ⇒指針；⇒指針；3.3.（（22）①）①

【【対応案②対応案②】】第二段階では、港湾管理者と、第三段階ではポートコミュニティと共に港のビジョンを設定し、第二段階では、港湾管理者と、第三段階ではポートコミュニティと共に港のビジョンを設定し、
そのビジョンを勘案しつつ事務所のミッションを設定する。そのビジョンを勘案しつつ事務所のミッションを設定する。 ⇒指針；⇒指針；3.3.（（22）②）②

◆ 港のビジョン、事務所、整備局等、本省のミッションの設定イメージ

「Ａ事務所」のミッション「Ａ事務所」のミッション

「Ａ港」のビジョン「Ａ港」のビジョン

「Ｂ港」のビジョン「Ｂ港」のビジョン 「Ｃ港」のビジョン「Ｃ港」のビジョン

「Ａ事務所」のミッション「Ａ事務所」のミッション

「Ａ港」のビジョン「Ａ港」のビジョン

「Ｂ港」のビジョン「Ｂ港」のビジョン 「Ｃ港」のビジョン「Ｃ港」のビジョン

「Ｂ事務所」のミッション「Ｂ事務所」のミッション

「Ｄ港」のビジョン「Ｄ港」のビジョン

「Ｅ港」のビジョン「Ｅ港」のビジョン 「Ｆ港」のビジョン「Ｆ港」のビジョン

「Ｂ事務所」のミッション「Ｂ事務所」のミッション

「Ｄ港」のビジョン「Ｄ港」のビジョン

「Ｅ港」のビジョン「Ｅ港」のビジョン 「Ｆ港」のビジョン「Ｆ港」のビジョン

「Ａ地方整備局等」のミッション「Ａ地方整備局等」のミッション・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・

「本省」のミッション「本省」のミッション
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<課題④>本省、地方整備局、事務所等の役割の明確化

多重ループのマネジメントサイクルでは、企画立案部門の戦略的なマネジメントサイクルと
事業執行部門の経常的なマネジメントサイクルが階層化しているため、本省、地方整備局、
事務所等の役割分担を明確にすることが必要。

・関係行政機関との調整

・事務所及び整備局等への後方支援

・事務所のベストプラクティスや先進事例
等の情報共有化への取組

・マネジメントの進め方の改善

・本省版の「年次成果レポート／年次実行
プラン（仮称）」の作成と公表

・管内事務所への情報提供など後方支援

・管内事務所間の連携の強化

・本省等との連絡調整

・地域ブロック版の「年次成果レポート／
年次実行プラン（仮称）」の作成と公表

事務所

（現場単位）

・港湾管理者やポートコミュニティとの連携
及び協働

・ユーザーや地域住民のニーズの把握

・事務所や所管港湾における情報公開

・事務所版の「年次成果レポート／年次実
行プラン（仮称）」の作成と公表

本省

（全国単位）

地方

整備局等

（地域ﾌﾞﾛｯｸ

単位）

◆ 本省、地方整備局等、事務所の役割 ◆多重ループの港湾行政マネジメントサイクル

【【対応案①対応案①】】本省、地方整備局等、事務所の役割分担は下表のとおり。本省、地方整備局等、事務所の役割分担は下表のとおり。 ⇒指針；⇒指針；3.3.（（33）①）①

PLANPLAN

DODO

SEESEE

SEESEE PLANPLAN

DODO
業務の実施
現場におけるマネジメント改革

施策・事業の実施

現場におけるマネジメント改革

業務の改善、予算等の検討
ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ評価の実施

計画・目標等の設定

施策・業務の改善、予算等の検討

マネジメント評価の実施
計画・目標等の設定

企画立案部門の戦略的なマネジメントサイクル、広域的・中長期的なマネジメントサイクル

事業執行部門の経常的なマネジメントサイクル、短期的なマネジメントサイクル

PLANPLAN

DODO

SEESEE

SEESEE PLANPLAN

DODO
業務の実施
現場におけるマネジメント改革

施策・事業の実施

現場におけるマネジメント改革

業務の改善、予算等の検討
ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ評価の実施

計画・目標等の設定

施策・業務の改善、予算等の検討

マネジメント評価の実施
計画・目標等の設定

企画立案部門の戦略的なマネジメントサイクル、広域的・中長期的なマネジメントサイクル

事業執行部門の経常的なマネジメントサイクル、短期的なマネジメントサイクル

本省・整備局等本省・整備局等
のマネジメントサのマネジメントサ

イクルイクル

事務所のマネジメント事務所のマネジメント

サイクルサイクル

PLANPLAN

DODO

SEESEE

SEESEE PLANPLAN

DODO
業務の実施
現場におけるマネジメント改革

施策・事業の実施

現場におけるマネジメント改革

業務の改善、予算等の検討
ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ評価の実施

計画・目標等の設定

施策・業務の改善、予算等の検討

マネジメント評価の実施
計画・目標等の設定

企画立案部門の戦略的なマネジメントサイクル、広域的・中長期的なマネジメントサイクル

事業執行部門の経常的なマネジメントサイクル、短期的なマネジメントサイクル

PLANPLAN

DODO

SEESEE

SEESEE PLANPLAN

DODO
業務の実施
現場におけるマネジメント改革

施策・事業の実施

現場におけるマネジメント改革

業務の改善、予算等の検討
ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ評価の実施

計画・目標等の設定

施策・業務の改善、予算等の検討

マネジメント評価の実施
計画・目標等の設定

企画立案部門の戦略的なマネジメントサイクル、広域的・中長期的なマネジメントサイクル

事業執行部門の経常的なマネジメントサイクル、短期的なマネジメントサイクル

本省・整備局等本省・整備局等
のマネジメントサのマネジメントサ

イクルイクル

事務所のマネジメント事務所のマネジメント

サイクルサイクル
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50%

<課題⑤>次年度のマネジメントへのフィードバック方法の確立

国民やユーザーの声を港湾行政マネジメントへ反映しつつ、評価結果に基づき施策や事
業の優先順位を明確化するなど、マネジメント結果を次年度のマネジメントへフィードバック
する方法を確立することが必要。

【例】港湾広報活動への年間参加人数【例】電子データの利用率

（人／年）

【例】Aターミナルの周辺道路の混雑度

Ａ港

0%

100%

ﾌﾞﾛｯｸ内港湾の平均 全国平均

20%

75%
ﾌﾞﾛｯｸ平均 50%

50%
1

0

2

A港については、全国平均やブロック内平均
と比較して、電子データ利用率が低い
→分析の結果、早急に電子データ利用環境
の整備が必要

近年の貨物量増加に伴い、周辺道路の
混雑度も増加している
→分析の結果、臨港道路の整備が必
要

目標値

1.0

C，E事務所については、他の事務所と
比べ、広報活動への参加人数が少ない
→分析の結果、広報活動を増加させる
ことが必要

500

A事務所
0

1,000

B 全国平均

全国平均 500人

C D E

１．説明責任の向上１．説明責任の向上 ２．現場のマネジメント改革２．現場のマネジメント改革

H17 H19H16H15

1.71.6

1.4

・・目標値
・・実績値

【【対応案①対応案①】】港の機能や役割を考慮の上、共通指標を比較することにより、全国的視点から課題を把握港の機能や役割を考慮の上、共通指標を比較することにより、全国的視点から課題を把握
し、より優先度の高い施策や事業を選び実施する。し、より優先度の高い施策や事業を選び実施する。 ⇒指針；⇒指針；3.3.（（11）②）②、指針；、指針；3.3.（（11）④）④

【【対応案②対応案②】】目標値に対する達成度を評価することにより課題を把握し、次年度のマネジメントに向けた目標値に対する達成度を評価することにより課題を把握し、次年度のマネジメントに向けた
方策等を検討し実施する。方策等を検討し実施する。 ⇒指針；⇒指針；3.3.（（22）②）②、指針；、指針；3.3.（（22）④）④

【【対応案③対応案③】】ＣＳ調査などによる利用者や国民の満足度計測についても検討。ＣＳ調査などによる利用者や国民の満足度計測についても検討。 ⇒指針；⇒指針；3.3.（（11）①）①

【【対応案④対応案④】】利用者や国民の声を聞く場を設け、その声を港湾行政マネジメントへ反映させるなど、双方利用者や国民の声を聞く場を設け、その声を港湾行政マネジメントへ反映させるなど、双方

向のマネジメントとすることが必要。向のマネジメントとすることが必要。 ⇒指針；⇒指針；3.3.（（11）④）④
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<課題⑥>効率的なマネジメントの実施に向けた取組

単なる資料の作成、指標のフォローアップといった形だけのマネジメントに陥らないように
創意工夫し、効率的なマネジメントを実施することが必要。

【【対応案①対応案①】】本省は、継続的にマネジメントの実施上の課題の把握に努め、効率的なマネジメントの実本省は、継続的にマネジメントの実施上の課題の把握に努め、効率的なマネジメントの実

施に向け、その進め方等を柔軟に改善する。施に向け、その進め方等を柔軟に改善する。 ⇒指針；⇒指針；3.3.（（33）①）①

【【対応案②対応案②】】本省は、マネジメントの具体的な進め方の参考となるよう、実務者用の手引きを作成する。本省は、マネジメントの具体的な進め方の参考となるよう、実務者用の手引きを作成する。
⇒指針；⇒指針；3.3.（（33）①）①

【【対応案③対応案③】】本省は、共通指標の算出には、共通のフォーマットを作成し集計作業を簡略化する。本省は、共通指標の算出には、共通のフォーマットを作成し集計作業を簡略化する。
⇒指針；⇒指針；3.3.（（33）①）①

【【対応案④対応案④】】現場のマネジメント改革を目指し、個々の職員による認識、日々の業務の実施、改善など現場のマネジメント改革を目指し、個々の職員による認識、日々の業務の実施、改善など

が必要。が必要。⇒指針；⇒指針；3.3.（（22）③）③

【【対応案⑤対応案⑤】】効率的で透明性の高い行政の実現に向け、独自指標は、地域住民への分かりやすさや指効率的で透明性の高い行政の実現に向け、独自指標は、地域住民への分かりやすさや指

標の動向に対する事務所等のコントロール性等を考慮して設定することが必要。標の動向に対する事務所等のコントロール性等を考慮して設定することが必要。⇒指針；⇒指針；3.3.（（22）③）③

◆ 共通指標を算出するためのフォーマット（例）

係 留 施 設 名

○ ○

○ ○

○ ○ 70,000

Ａ

8,000 15,000

40

30 30 95%

EDIによ
る入港届
等申請件

数

10,000

100,000

50,000

指標-4

件

入港届等
申請件数

船舶の遅
延、欠航
等回数

回

50

-12%100%2,000

Ｃ Ｄ Ｅ Ｌ／Ｍ

％

指標-6 指標-7 指標-8

港湾広報
活動への
年間参加
人数

事業計画
の達成度

工事ｺｽﾄ
縮減率

％人／年

Ｊ／Ｋ

指標-2

Ｃ／Ｄ

指標-3

ＩＧ／Ｆ

主要ﾀｰﾐﾅ
ﾙにおけ
る船舶の
欠航等回

数

主要ﾀｰﾐﾅ
ﾙにおけ
る取扱貨
物量の伸
び率

Ｅ

370,000

103%

40 104%

予算額

回／年 ％百万円

Ｍ

GT/隻

Ａ／Ｂ

指標-5

Ｈ

円／年

主要ﾀｰﾐﾅ
ﾙにおけ
る年間貿
易額

175

寄港隻数

53%

2,467

2,467

％件

船舶の入
出港等に
関わる手
続きの電
子ﾃﾞｰﾀ利
用率

50 3,000 3,100

2,000 10,000

隻

Ｂ

150

150

530,000

寄港船舶の船型

TEU

370,000

係留状況事　務　所

ｺﾝﾃﾅ

港　湾

GT直
轄

補
助

公
社

利用状況

ｺﾝﾃﾅ

TEU

ｺﾝﾃﾅ

TEU 百万円

Ｈ

取扱貨物量
（昨年度）

取扱貨物量
（今年度） 年間

貿易額

Ｆ

FT FT

Ｇ

広報活動
参加人数

事業計画
の年度末
出来高

事業計画
の年度末
出来高
（予定）

工事コス
ト縮減額

人

Ｉ

百万円

Ｊ

百万円

Ｋ

百万円

Ｌ

-1,200 10,000

100,000

50,000

70,000

指標-1

主要ﾀｰﾐﾅﾙにおける
寄港船舶の平均船

型

TEU/隻

33,000 2,000 2,000

2,500

2,000

2,600

1,900Cターミナル 3,029

220Aターミナル

Bターミナル

○○事務所

△△港

内
貿

多
目
的

コ
ン
テ
ナ

「共通指標算出ﾏﾆｭｱﾙ」
の主要ﾀｰﾐﾅﾙの定義に
該当するﾀｰﾐﾅﾙはすべ
て記入

基本単位は「総ﾄﾝ数
GT」とし、参考情報とし
て国際海上ｺﾝﾃﾅにつ
いては「TEU」も記入

対象は定期航路。遅延
も含む 基本単位は「貨物ﾄﾝ数

FT」とし、参考情報とし
て国際海上ｺﾝﾃﾅにつ
いては「TEU」も記入

港単位の貿易額を、ﾀｰ
ﾐﾅﾙ毎の品目別貨物量
から按分

「公共事業ｺｽﾄ構造改
革ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ」の総合工
事ｺｽﾄ縮減率の算出方
法に準ずる
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<課題⑦>情報の共有化による「学習する組織」の構築

本省、整備局、事務所等では、互いに情報をオープンにし共有することで組織全体のレベ
ルアップを図ろうとする試みである「ベンチマーキング・コンソーシアム」の考え方を導入し、
ベストプラクティスや先進事例等の情報を共有し合い、良いところを学びあって自律的に進
化する「学習する組織」を構築することが必要である。

◆本省や整備局等のホームページで事務◆本省や整備局等のホームページで事務
所の先進事例等のページにリンク。所の先進事例等のページにリンク。

◆本格導入後も、定期的にフォローアップ◆本格導入後も、定期的にフォローアップ
セミナーを開催し悩みなどを共有。セミナーを開催し悩みなどを共有。

◆他にも様々な場面で事務所の事例を紹◆他にも様々な場面で事務所の事例を紹
介。介。

【【対応案①対応案①】】「情報の水平的な共有」と「情報「情報の水平的な共有」と「情報

の垂直的な共有」を実践。の垂直的な共有」を実践。⇒指針；⇒指針；3.3.（（33）①）①

◆ 情報の水平的・垂直的な共有イメージ

事務所事務所
情報の水平的な共有情報の水平的な共有

地方整備局等地方整備局等

本省本省

・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・

情
報
の
垂
直
的
な
共
有

情
報
の
垂
直
的
な
共
有
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<課題⑧>国民に分かりやすい説明の徹底

（例-1）分かりやすくする工夫

→→ グラフや写真、地図などヴィジュアルな補助具を使う工夫グラフや写真、地図などヴィジュアルな補助具を使う工夫

（例-2）分かりやすくする工夫 →→ 効用と認識とのギャップを埋める工夫効用と認識とのギャップを埋める工夫
■船型別の海上輸送費用
（スケールメリットによるコスト低減）

※航行日数が10日の場合で、4000TEU級船の費用を100とした。
資料：港湾整備事業の費用対効果分析マニュアル（平成１６年６月）

船型（TEU）

50

60

70

80

90

100

4,000 6,000 8,000

船
型
（T

EU
）

■船型別の海上輸送費用
（スケールメリットによるコスト低減）

※航行日数が10日の場合で、4000TEU級船の費用を100とした。
資料：港湾整備事業の費用対効果分析マニュアル（平成１６年６月）

船型（TEU）

50

60

70

80

90

100

4,000 6,000 8,000

船
型
（T

EU
）

大きな船で貨物を運搬す
ると・・・

○○円のコスト削減！

（塗り替え前） （塗り替え後）

（出所）静岡県清水港管理局HP

◎アウトカム：世界に誇れる魅力的な○○港を目指す

【対応案①】国民やユーザーの関心が高く、重要であると考えられるテーマを中心に公表。⇒指針；⇒指針；3.3.（（11）③）③

【対応案②】施策や事業等の評価に当たっては、外的要因やデータ収集の限界性など原因説明的な情
報を付加し、その結果に至った過程やデータも含めて十分に説明。 ⇒指針；⇒指針；3.3.（（11）②）②、指針；指針；3.3.（（11）③）③

【対応案③】分析手法、公表手法についてもベストプラクティス等の情報を共有し、スキルアップを図る。
⇒指針；⇒指針；3.3.（（11）②）②

【対応案④】優れた事例を表彰するなど、スキルアップのインセンティブ付与に努める。
⇒指針；⇒指針；3.3.（（11）②、指針；）②、指針；3.3.（（22）④）④

【対応案⑤】今後ともより一層国民が認識できる効用と指標とのギャップを埋める工夫が必要。
⇒指針；⇒指針；3.3.（（11）①）①

【対応案⑥】分かりやすい指標づくりや成果チェックの速報性などに努める。⇒指針；⇒指針；3.3.（（11）③）③

【対応案⑦】幅広い関係者と連携・協力することで、情報収集を密にし、必要に応じたきめ細かい情報公
開を行うことが必要。⇒指針；⇒指針；3.3.（（11）③）③

港湾はその特性上、施策や事業の効果が国民に伝わり難いため、効果発揮のメカニズム
を丁寧に分析し、それをホームページ等を活用して国民に分かりやすく説明することが必要。
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3）段階的なマネジメントへの発展に向けた課題

第二段階の港湾管理者と連携したマネジメント、第三段階のポートコミュニティで取り組む
マネジメントへの発展に向け、今後、以下の課題への対応を検討することが必要。

国による港湾行政マネジメント

第
１
段
階
（再
掲
）

①全員参加による港湾行政マネジメントの推進体制の確立

②港湾行政マネジメントに関わる関係主体の連携

③事務所のミッションと港のビジョンの設定

④本省、地方整備局、事務所等の役割の明確化

⑤次年度のマネジメントへのフィードバック方法の確立

⑥効率的なマネジメントの実施に向けた取り組み

⑦情報の共有化による「学習する組織」の構築

⑧国民に分かりやすい説明の徹底

◆段階的なマネジメントへの発展に向けた課題の整理

・関係主体が多岐にわたるため、それぞれの責任の所在が不明確になる恐れがある。主体毎に、単独で実施可

能な事項、協力してやるべき事項等に関してルール作りが必要。

・利害関係が更に複雑になり、調整に時間・労力を要することが想定されるため、効果的かつ効率的な意見調整

の方策について、国と港湾管理者の連携のもとで引き続き検討していく必要がある。

・従前以上に港湾管理者との緊密な連携が必要である反面、単独で実施可能な事項、連携してやるべき事項等
に関するルール作りが必要。

・一つの事務所が複数の港湾管理者や出先機関と調整を要したり、その逆の場合もあるため、第1段階で得たノ
ウハウを活かして、国が積極的に調整役となることが必要。

ポートコミュニティで取り組むマネジメント

第
３
段
階

港湾管理者と連携したマネジメント

第
２
段
階

第二段階、第三段階のマネジメント第二段階、第三段階のマネジメント

への発展に向けた課題への発展に向けた課題


